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　 Ｂ ６ ０ Ｗ 5 0 / 0 4 　 　 　 　 　 　 　
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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 5 年 6 月 1 2 日 ( 2 0 2 3 . 6 . 1 2 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 車 両 で 用 い ら れ る 車 両 用 装 置 で あ っ て 、
　 第 １ 電 源 部 （ ２ １ ） と 、
　 第 ２ 電 源 部 （ ２ ２ ） と 、
　 前 記 第 １ 電 源 部 か ら 電 力 が 供 給 さ れ て 作 動 し 、 前 記 車 両 の 前 方 障 害 物 を 検 出 す る と と も  
に 前 記 車 両 の 道 路 幅 方 向 に お け る 位 置 に 関 す る 情 報 で あ る 横 位 置 情 報 を 検 出 す る 第 １ セ ン  
サ 部 と 、
　 前 記 第 １ 電 源 部 か ら 電 力 が 供 給 さ れ て 作 動 し 、 前 記 第 １ セ ン サ 部 の 検 出 結 果 を も と に 前  
記 車 両 を 制 御 す る 第 １ 制 御 装 置 （ ７ １ ） と 、
　 前 記 第 ２ 電 源 部 か ら 電 力 が 供 給 さ れ て 作 動 し 、 前 記 前 方 障 害 物 を 検 出 す る と と も に 前 記  
横 位 置 情 報 を 検 出 す る 第 ２ セ ン サ 部 と 、
　 前 記 第 ２ 電 源 部 か ら 電 力 が 供 給 さ れ て 作 動 し 、 前 記 第 ２ セ ン サ 部 の 検 出 結 果 を も と に 前  
記 車 両 を 制 御 す る 第 ２ 制 御 装 置 （ ７ ２ ） と 、
　 を 備 え 、
  前 記 第 １ 制 御 装 置 は 、 前 記 第 ２ 電 源 部 、 前 記 第 ２ セ ン サ 部 お よ び 前 記 第 ２ 制 御 装 置 の 少  
な く と も １ つ が 異 常 で あ る こ と を 検 出 し た 場 合 、 前 記 第 ２ セ ン サ 部 は 用 い ず 、 前 記 第 １ セ  
ン サ 部 を 用 い て 、 異 常 で あ る こ と を 検 出 し て い な い 場 合 に 実 行 す る 正 常 時 自 動 運 転 制 御 よ  
り も 制 限 さ れ て い る が 、 前 記 前 方 障 害 物 と 前 記 横 位 置 情 報 を 検 出 し つ つ 前 記 車 両 を 走 行 さ  
せ る 車 両 制 御 で あ る 縮 退 運 転 を 実 行 し 、
  前 記 第 ２ 制 御 装 置 は 、 前 記 第 １ 電 源 部 、 前 記 第 １ セ ン サ 部 お よ び 前 記 第 １ 制 御 装 置 の 少  
な く と も １ つ が 異 常 に な っ た 場 合 、 前 記 第 １ セ ン サ 部 は 用 い ず 、 前 記 第 ２ セ ン サ 部 を 用 い  
て 、 前 記 縮 退 運 転 を 実 行 す る 車 両 用 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 用 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 第 １ 制 御 装 置 お よ び 前 記 第 ２ 制 御 装 置 の 一 方 ま た は 両 方 は 、
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　 前 記 第 １ 電 源 部 、 前 記 第 １ セ ン サ 部 、 前 記 第 １ 制 御 装 置 、 前 記 第 ２ 電 源 部 、 前 記 第 ２ セ  
ン サ 部 、 お よ び 前 記 第 ２ 制 御 装 置 が 正 常 で あ る 場 合 、 前 記 第 １ セ ン サ 部 お よ び 前 記 第 ２ セ  
ン サ 部 か ら そ れ ぞ れ 前 記 前 方 障 害 物 に 関 す る 検 出 結 果 を 取 得 し て 、 前 記 前 方 障 害 物 に 関 す  
る 検 出 結 果 を 統 合 す る 縦 方 向 統 合 処 理 と 、 前 記 第 １ セ ン サ 部 お よ び 前 記 第 ２ セ ン サ 部 か ら  
そ れ ぞ れ 前 記 横 位 置 情 報 を 取 得 し て 、 前 記 横 位 置 情 報 を 統 合 す る 横 方 向 統 合 処 理 の い ず れ  
か 少 な く と も 一 方 を 実 行 す る 、 車 両 用 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 車 両 用 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 第 １ セ ン サ 部 は 、 前 記 車 両 の 正 面 を 含 む 範 囲 を 視 野 と し 、 ミ リ 波 に よ り 前 記 前 方 障  
害 物 を 検 出 す る 前 方 ミ リ 波 レ ー ダ （ ３ ０ ） と 、 前 記 車 両 の 正 面 か ら 斜 め 側 方 を 視 野 に 含 み  
、 前 記 横 位 置 情 報 で あ る 、 前 記 車 両 の 側 方 に 存 在 す る 車 線 境 界 を 検 出 す る 前 方 カ メ ラ （ ４  
０ ） と を 備 え る 、 車 両 用 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 車 両 用 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 第 ２ セ ン サ 部 は 、 前 記 車 両 の 側 方 か ら 前 記 車 両 の 前 方 に 渡 る 範 囲 を 視 野 に 含 ん で お  
り 、 ミ リ 波 に よ り 前 記 前 方 障 害 物 を 検 出 す る 前 側 方 ミ リ 波 レ ー ダ （ ５ ０ ） と 、 前 記 車 両 の  
側 方 か つ 前 記 車 両 の 周 辺 を 視 野 に 含 み 、 前 記 車 両 の 側 方 に 存 在 す る 車 線 境 界 を 検 出 す る 周  
辺 カ メ ラ （ ６ ０ ） と を 備 え る 、 車 両 用 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 車 両 用 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 第 ２ セ ン サ 部 は 、 前 記 車 両 の 正 面 を 含 む 範 囲 を 視 野 と し 、 レ ー ザ ー 光 に よ り 前 記 前  
方 障 害 物 を 検 出 す る Ｌ ｉ ｄ ａ ｒ （ ８ ０ ） と 、 前 記 横 位 置 情 報 と し て 前 記 車 両 の 座 標 を 検 出  
す る 位 置 検 出 セ ン サ （ ９ ０ ） を 備 え 、
　 前 記 第 ２ 制 御 装 置 は 、 前 記 車 両 が 走 行 中 の 道 路 の 車 線 の 位 置 を 地 図 デ ー タ か ら 取 得 し 、  
前 記 車 線 の 位 置 と 前 記 第 ２ セ ン サ 部 が 検 出 し た 前 記 車 両 の 座 標 と に 基 づ い て 、 前 記 車 両 と  
前 記 車 線 と の 間 の 道 路 幅 方 向 距 離 を 決 定 す る 、 車 両 用 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 車 両 用 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 第 ２ セ ン サ 部 は 、 前 記 車 両 の 正 面 を 含 む 範 囲 を 視 野 と し 、 レ ー ザ ー 光 に よ り 前 記 前  
方 障 害 物 を 検 出 す る Ｌ ｉ ｄ ａ ｒ と 、 前 記 車 両 の 側 方 か つ 前 記 車 両 の 周 辺 を 視 野 に 含 み 、 前  
記 車 両 の 側 方 に 存 在 す る 車 線 境 界 を 検 出 す る 周 辺 カ メ ラ （ ６ ０ ） と を 備 え る 、 車 両 用 装 置  
。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 車 両 用 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 第 ２ セ ン サ 部 は 、 前 記 車 両 の 側 方 か ら 前 記 車 両 の 前 方 に 渡 る 範 囲 を 視 野 に 含 ん で お  
り 、 ミ リ 波 に よ り 前 記 前 方 障 害 物 を 検 出 す る 前 側 方 ミ リ 波 レ ー ダ （ ５ ０ ） と 、 前 記 横 位 置  
情 報 と し て 前 記 車 両 の 座 標 を 検 出 す る 位 置 検 出 セ ン サ （ ９ ０ ） を 備 え 、
　 前 記 第 ２ 制 御 装 置 は 、 前 記 車 両 が 走 行 中 の 道 路 の 車 線 の 位 置 を 地 図 デ ー タ か ら 取 得 し 、  
前 記 車 線 の 位 置 と 前 記 第 ２ セ ン サ 部 が 検 出 し た 前 記 車 両 の 座 標 と に 基 づ い て 、 前 記 車 両 と  
前 記 車 線 と の 間 の 道 路 幅 方 向 距 離 を 決 定 す る 、 車 両 用 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 車 両 用 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 第 １ セ ン サ 部 は 、 前 記 車 両 の 側 方 か ら 前 記 車 両 の 前 方 に 渡 る 範 囲 を 視 野 に 含 ん で お  
り 、 ミ リ 波 に よ り 前 記 前 方 障 害 物 を 検 出 す る 前 側 方 ミ リ 波 レ ー ダ （ ５ ０ ） と 、 前 記 車 両 の  
正 面 か ら 斜 め 側 方 を 視 野 に 含 み 、 前 記 横 位 置 情 報 で あ る 、 前 記 車 両 の 側 方 に 存 在 す る 車 線  
境 界 を 検 出 す る 前 方 カ メ ラ （ ４ ０ ） と を 備 え 、
　 前 記 第 ２ セ ン サ 部 は 、 前 記 車 両 の 正 面 を 含 む 範 囲 を 視 野 と し 、 ミ リ 波 に よ り 前 記 前 方 障  
害 物 を 検 出 す る 前 方 ミ リ 波 レ ー ダ （ ３ ０ ） と 、 前 記 車 両 の 側 方 か つ 前 記 車 両 の 周 辺 を 視 野  
と し 、 前 記 車 両 の 側 方 に 存 在 す る 車 線 境 界 を 検 出 す る 周 辺 カ メ ラ （ ６ ０ ） と を 備 え る 、 車  
両 用 装 置 。
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【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 車 両 用 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 第 １ セ ン サ 部 は 、 前 記 車 両 の 正 面 か ら 斜 め 側 方 を 視 野 に 含 み 、 前 記 横 位 置 情 報 で あ  
る 、 前 記 車 両 の 側 方 に 存 在 す る 車 線 境 界 と 、 前 記 前 方 障 害 物 と を 検 出 す る 第 １ 前 方 カ メ ラ  
を 備 え 、
　 前 記 第 ２ セ ン サ 部 は 、 前 記 車 両 の 正 面 か ら 斜 め 側 方 を 視 野 に 含 み 、 前 記 車 線 境 界 と 前 記  
前 方 障 害 物 と を 検 出 す る 第 ２ 前 方 カ メ ラ を 備 え る 、 車 両 用 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 車 両 用 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 第 １ セ ン サ 部 は 、 前 記 車 両 の 正 面 か ら 斜 め 側 方 を 視 野 に 含 み 、 前 記 前 方 障 害 物 と 、  
前 記 横 位 置 情 報 で あ る 、 前 記 車 両 の 側 方 に 存 在 す る 車 線 境 界 と を 検 出 す る 前 方 カ メ ラ （ ４  
０ ） を 備 え 、
　 前 記 第 ２ セ ン サ 部 は 、 前 記 車 両 の 側 方 か ら 前 記 車 両 の 前 方 に 渡 る 範 囲 を 視 野 に 含 ん で お  
り 、 ミ リ 波 に よ り 前 記 前 方 障 害 物 を 検 出 す る 前 側 方 ミ リ 波 レ ー ダ （ ５ ０ ） と 、 前 記 車 両 の  
側 方 か つ 前 記 車 両 の 周 辺 を 視 野 に 含 み 、 前 記 車 両 の 側 方 に 存 在 す る 車 線 境 界 を 検 出 す る 周  
辺 カ メ ラ （ ６ ０ ） を 備 え る 、 車 両 用 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 車 両 用 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 第 １ セ ン サ 部 お よ び 前 記 第 ２ セ ン サ 部 の い ず れ か 一 方 は 、 前 記 横 位 置 情 報 と し て 前  
記 車 両 の 座 標 を 検 出 す る 位 置 検 出 セ ン サ （ ９ ０ ） を 備 え 、
　 前 記 第 １ 制 御 装 置 お よ び 前 記 第 ２ 制 御 装 置 の う ち 前 記 位 置 検 出 セ ン サ に 電 力 を 供 給 す る  
電 源 部 か ら 電 力 を 供 給 さ れ る 制 御 装 置 は 、 前 記 車 両 が 走 行 中 の 道 路 の 車 線 の 位 置 を 地 図 デ  
ー タ か ら 取 得 し 、 前 記 車 線 の 位 置 と 前 記 第 ２ セ ン サ 部 が 検 出 し た 前 記 車 両 の 座 標 と に 基 づ  
い て 、 前 記 車 両 と 前 記 車 線 と の 間 の 道 路 幅 方 向 距 離 を 決 定 す る 、 車 両 用 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 第 １ 電 源 部 （ ２ １ ） と 、 第 ２ 電 源 部 （ ２ ２ ） と 、 前 記 第 １ 電 源 部 か ら 電 力 が 供 給 さ れ て  
作 動 し 、 車 両 の 前 方 障 害 物 を 検 出 す る と と も に 前 記 車 両 の 道 路 幅 方 向 に お け る 位 置 に 関 す  
る 情 報 で あ る 横 位 置 情 報 を 検 出 す る 第 １ セ ン サ 部 と 、 前 記 第 ２ 電 源 部 か ら 電 力 が 供 給 さ れ  
て 作 動 し 、 前 記 前 方 障 害 物 を 検 出 す る と と も に 前 記 横 位 置 情 報 を 検 出 す る 第 ２ セ ン サ 部 と  
が 搭 載 さ れ た 前 記 車 両 に お い て 、 プ ロ セ ッ サ に よ り 実 行 さ れ る 車 両 制 御 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 第 １ 電 源 部 、 前 記 第 １ セ ン サ 部 、 前 記 第 ２ 電 源 部 お よ び 前 記 第 ２ セ ン サ 部 が 正 常 で  
あ る 場 合 、 前 記 第 １ セ ン サ 部 お よ び 前 記 第 ２ セ ン サ 部 か ら そ れ ぞ れ 前 記 前 方 障 害 物 に 関 す  
る 検 出 結 果 を 取 得 し て 、 前 記 前 方 障 害 物 に 関 す る 検 出 結 果 を 統 合 す る 縦 方 向 統 合 処 理 と 、  
前 記 第 １ セ ン サ 部 お よ び 前 記 第 ２ セ ン サ 部 か ら そ れ ぞ れ 前 記 横 位 置 情 報 を 取 得 し て 、 前 記  
横 位 置 情 報 を 統 合 す る 横 方 向 統 合 処 理 の い ず れ か 少 な く と も 一 方 を 実 行 し 、
　 前 記 第 ２ 電 源 部 お よ び 前 記 第 ２ セ ン サ 部 の 少 な く と も 一 方 が 異 常 で あ る こ と を 検 出 し た  
場 合 、 前 記 第 ２ セ ン サ 部 は 用 い ず 、 前 記 第 １ セ ン サ 部 を 用 い て 、 異 常 で あ る こ と を 検 出 し  
て い な い 場 合 に 実 行 す る 正 常 時 自 動 運 転 制 御 よ り も 制 限 さ れ て い る が 、 前 記 前 方 障 害 物 と  
前 記 横 位 置 情 報 を 検 出 し つ つ 前 記 車 両 を 走 行 さ せ る 車 両 制 御 で あ る 縮 退 運 転 を 実 行 し 、
　 前 記 第 １ 電 源 部 お よ び 前 記 第 １ セ ン サ 部 の 少 な く と も 一 方 が 異 常 で あ る こ と を 検 出 し た  
場 合 、 前 記 第 １ セ ン サ 部 は 用 い ず 、 前 記 第 ２ セ ン サ 部 を 用 い て 、 前 記 縮 退 運 転 を 実 行 す る  
、 車 両 制 御 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め の 車 両 用 装 置 に 係 る １ つ の 開 示 は 、
　 車 両 で 用 い ら れ る 車 両 用 装 置 で あ っ て 、
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　 第 １ 電 源 部 （ ２ １ ） と 、
　 第 ２ 電 源 部 （ ２ ２ ） と 、
　 第 １ 電 源 部 か ら 電 力 が 供 給 さ れ て 作 動 し 、 車 両 の 前 方 障 害 物 を 検 出 す る と と も に 車 両 の  
道 路 幅 方 向 に お け る 位 置 に 関 す る 情 報 で あ る 横 位 置 情 報 を 検 出 す る 第 １ セ ン サ 部 と 、
　 第 １ 電 源 部 か ら 電 力 が 供 給 さ れ て 作 動 し 、 第 １ セ ン サ 部 の 検 出 結 果 を も と に 車 両 を 制 御  
す る 第 １ 制 御 装 置 （ ７ １ ） と 、
　 第 ２ 電 源 部 か ら 電 力 が 供 給 さ れ て 作 動 し 、 前 方 障 害 物 を 検 出 す る と と も に 横 位 置 情 報 を  
検 出 す る 第 ２ セ ン サ 部 と 、
　 第 ２ 電 源 部 か ら 電 力 が 供 給 さ れ て 作 動 し 、 第 ２ セ ン サ 部 の 検 出 結 果 を も と に 車 両 を 制 御  
す る 第 ２ 制 御 装 置 （ ７ ２ ） と 、 を 備 え 、
  第 １ 制 御 装 置 は 、 第 ２ 電 源 部 、 第 ２ セ ン サ 部 お よ び 第 ２ 制 御 装 置 の 少 な く と も １ つ が 異  
常 で あ る こ と を 検 出 し た 場 合 、 第 ２ セ ン サ 部 は 用 い ず 、 第 １ セ ン サ 部 を 用 い て 、 異 常 で あ  
る こ と を 検 出 し て い な い 場 合 に 実 行 す る 正 常 時 自 動 運 転 制 御 よ り も 制 限 さ れ て い る が 、 前  
方 障 害 物 と 横 位 置 情 報 を 検 出 し つ つ 車 両 を 走 行 さ せ る 車 両 制 御 で あ る 縮 退 運 転 を 実 行 し 、
  第 ２ 制 御 装 置 は 、 第 １ 電 源 部 、 第 １ セ ン サ 部 お よ び 第 １ 制 御 装 置 の 少 な く と も １ つ が 異  
常 に な っ た 場 合 、 第 １ セ ン サ 部 は 用 い ず 、 第 ２ セ ン サ 部 を 用 い て 、 縮 退 運 転 を 実 行 す る 車  
両 用 装 置 で あ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 こ の 車 両 用 装 置 に よ れ ば 、 以 下 に 示 す 車 両 制 御 方 法 が 可 能 で あ る 。 こ の 車 両 制 御 方 法 は  
、
　 第 １ 電 源 部 （ ２ １ ） と 、 第 ２ 電 源 部 （ ２ ２ ） と 、 第 １ 電 源 部 か ら 電 力 が 供 給 さ れ て 作 動  
し 、 車 両 の 前 方 障 害 物 を 検 出 す る と と も に 車 両 の 道 路 幅 方 向 に お け る 位 置 に 関 す る 情 報 で  
あ る 横 位 置 情 報 を 検 出 す る 第 １ セ ン サ 部 と 、 第 ２ 電 源 部 か ら 電 力 が 供 給 さ れ て 作 動 し 、 前  
方 障 害 物 を 検 出 す る と と も に 横 位 置 情 報 を 検 出 す る 第 ２ セ ン サ 部 と が 搭 載 さ れ た 車 両 に お  
い て 、 プ ロ セ ッ サ に よ り 実 行 さ れ る 車 両 制 御 方 法 で あ っ て 、
　 第 １ 電 源 部 、 第 １ セ ン サ 部 、 第 ２ 電 源 部 お よ び 第 ２ セ ン サ 部 が 正 常 で あ る 場 合 、 第 １ セ  
ン サ 部 お よ び 第 ２ セ ン サ 部 か ら そ れ ぞ れ 前 方 障 害 物 に 関 す る 検 出 結 果 を 取 得 し て 、 前 方 障  
害 物 に 関 す る 検 出 結 果 を 統 合 す る 縦 方 向 統 合 処 理 と 、 第 １ セ ン サ 部 お よ び 第 ２ セ ン サ 部 か  
ら そ れ ぞ れ 横 位 置 情 報 を 取 得 し て 、 横 位 置 情 報 を 統 合 す る 横 方 向 統 合 処 理 の い ず れ か 少 な  
く と も 一 方 を 実 行 し 、
　 第 ２ 電 源 部 お よ び 第 ２ セ ン サ 部 の 少 な く と も 一 方 が 異 常 で あ る こ と を 検 出 し た 場 合 、 第  
２ セ ン サ 部 は 用 い ず 、 第 １ セ ン サ 部 を 用 い て 、 異 常 で あ る こ と を 検 出 し て い な い 場 合 に 実  
行 す る 正 常 時 自 動 運 転 制 御 よ り も 制 限 さ れ て い る が 、 前 方 障 害 物 と 横 位 置 情 報 を 検 出 し つ  
つ 車 両 を 走 行 さ せ る 車 両 制 御 で あ る 縮 退 運 転 を 実 行 し 、
　 第 １ 電 源 部 お よ び 第 １ セ ン サ 部 の 少 な く と も 一 方 が 異 常 で あ る こ と を 検 出 し た 場 合 、 第  
１ セ ン サ 部 は 用 い ず 、 第 ２ セ ン サ 部 を 用 い て 、 縮 退 運 転 を 実 行 す る 、 車 両 制 御 方 法 で あ る  
。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 こ の 車 両 制 御 方 法 に よ れ ば 、 第 １ セ ン サ 部 、 第 １ 制 御 装 置 、 第 １ 電 源 部 の い ず れ か １ つ  
以 上 が 異 常 に な っ た と し て も 、 第 ２ セ ン サ 部 、 第 ２ 制 御 装 置 、 第 ２ 電 源 部 に よ り 、 前 方 障  
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害 物 と 横 位 置 情 報 を 検 出 し つ つ 車 両 走 行 を 継 続 す る 縮 退 運 転 を 実 行 で き る 。 ま た 、 第 ２ セ  
ン サ 部 、 第 ２ 制 御 装 置 、 第 ２ 電 源 部 の い ず れ か １ つ 以 上 が 異 常 に な っ た と し て も 、 第 １ セ  
ン サ 部 、 第 １ 制 御 装 置 、 第 １ 電 源 部 に よ り 、 制 限 制 御 を 実 行 で き る 。
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